
 四日市市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例をここに公布する。 

  平成２９年１２月２５日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市条例第１９号 

   四日市市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２３条

第１項の規定に基づき、スポーツに関する事務（学校における体育に関することを除

く。）は、市長が管理し、及び執行することとする。  

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に条例及び条例に基づく規則（以下この項において「条例

等」という。）の規定により四日市市教育委員会が行った許可等の処分その他の行

為又はこの条例の施行の際現に条例等の規定により四日市市市教育委員会に対して

されている許可等の申請その他の行為で、この条例に基づき市長が管理し、及び執

行する事務に係るものは、この条例の施行後は、この条例の施行後の当該条例等の

相当規定に基づいて、市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対してさ

れた許可等の申請その他の行為とみなす。 

（四日市市スポーツ推進審議会条例の一部改正） 

３ 四日市市スポーツ推進審議会条例（昭和３８年四日市市条例第１５号）の一部を

次のように改正する。 

改正後 改正前 

（任務） （任務） 

第２条 審議会は、法に規定する事項及

びその他スポーツに関する事項につい

て市長の諮問に応じて調査審議し、又は

意見を申し出ることができるものとす

る。 

第２条 審議会は、法に規定する事項及

びその他スポーツに関する事項につい

て教育委員会の諮問に応じて調査審議

し、又は意見を申し出ることができるも

のとする。 



  

（任命） （任命） 

第４条 審議会の委員は、次の各号に掲

げる者のうちから市長が任命する。 

第４条 審議会の委員は、次の各号に掲

げる者のうちから教育委員会が市長の

意見を聞いて任命する。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

  

（庶務） （庶務） 

第８条 審議会の庶務は、スポーツ・国

体推進部において処理する。 

第８条 審議会の庶務は、教育委員会事 

務局において処理する。 

  

（委任） （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、

審議会の運営その他必要な事項につい

ては、市長が別に定める。 

第９条 この条例に定めるもののほか、

審議会の運営その他必要な事項につい

ては、教育委員会が別に定める。 

 

 （四日市ドーム条例の一部改正） 

４ 四日市ドーム条例（平成９年四日市市条例第１９号）の一部を次のように改正す

る。 

改正後 改正前 

（指定管理者の業務の範囲） （指定管理者の業務の範囲） 

第４条 指定管理者が行う業務の範囲

は、次のとおりとする。 

第４条 指定管理者が行う業務の範囲

は、次のとおりとする。 

(1)から(3)まで （略）  (1)から(3)まで （略）  

(4) 前３号に掲げるもののほか、ドーム

の運営に関して市長が必要と認めた

業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、ドーム

の運営に関して四日市市教育委員会

（以下「委員会」という。）が必要と

認めた業務 

  

（利用料金） （利用料金） 

第６条 （略） 第６条 （略） 



２ 前項に定める利用料金の額は、別表

第１から別表第３までに定める額の範

囲内において、指定管理者があらかじめ

市長の承認を得て定める額とする。ただ

し、特定設備及び備品器具については、

３６，７５０円以内の範囲内で指定管理

者があらかじめ市長の承認を得て定め

る額とする。 

２ 前項に定める利用料金の額は、別表

第１から別表第３までに定める額の範

囲内において、指定管理者があらかじめ

委員会の承認を得て定める額とする。た

だし、特定設備及び備品器具について

は、３６，７５０円以内の範囲内で指定

管理者があらかじめ委員会の承認を得

て定める額とする。 

３ （略） ３ （略） 

  

（損害賠償） （損害賠償） 

第１４条 使用者は、施設等を損傷又は

滅失したときは、市長の定めるところに

従いこれを原状に回復し、又はその損害

を賠償しなければならない。ただし、市

長が特別の理由があると認めたときは、

その全部又は一部を免除することがで

きる。 

第１４条 使用者は、施設等を損傷又は

滅失したときは、委員会の定めるところ

に従いこれを原状に回復し、又はその損

害を賠償しなければならない。ただし、

市長が特別の理由があると認めたとき

は、その全部又は一部を免除することが

できる。 

  

（委任） （委任） 

第１５条 この条例に定めるもののほ

か、この条例の施行に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

第１５条 この条例に定めるもののほ

か、この条例の施行に関し必要な事項

は、委員会が別に定める。 

 

（四日市市桜運動施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

５ 四日市市桜運動施設の設置及び管理に関する条例（平成２５年四日市市条例第８

５号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（使用時間） （使用時間） 

第４条 桜運動施設の使用時間は、午前

９時から午後５時までとする。ただし、

第４条 桜運動施設の使用時間は、午前

９時から午後５時までとする。ただし、



市長が桜運動施設の管理上必要がある

と認めるときは、使用時間を変更するこ

とができる。 

四日市市教育委員会（以下「委員会」と

いう。）が桜運動施設の管理上必要があ

ると認めるときは、使用時間を変更する

ことができる。 

  

（指定管理者の業務の範囲） （指定管理者の業務の範囲） 

第５条 指定管理者が行う業務の範囲

は、次のとおりとする。 

第５条 指定管理者が行う業務の範囲

は、次のとおりとする。 

(1)から(3)まで  (1)から(3)まで  

(4) 前３号に定めるもののほか、桜運動

施設の運営に関して市長が必要と認

めた業務 

(4) 前３号に定めるもののほか、桜運動

施設の運営に関して委員会が必要と

認めた業務 

  

（使用の制限） （使用の制限） 

第７条 指定管理者は、次の各号のいず

れかに該当するときは、桜運動施設の使

用を許可しない。 

第７条 指定管理者は、次の各号のいず

れかに該当するときは、桜運動施設の使

用を許可しない。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

(3) その他市長において適当でないと

認めるとき。 

(3) その他委員会において適当でない

と認めるとき。 

  

（利用料金） （利用料金） 

第８条 桜運動施設の使用について許可

を受けた者（以下「使用者」という。）

は、許可と同時に利用料金を前納しなけ

ればならない。ただし、別に市長が定め

る基準に従い、指定管理者が特別の理由

があると認めたときは、使用後に納付す

ることができる。 

第８条 桜運動施設の使用について許可

を受けた者（以下「使用者」という。）

は、許可と同時に利用料金を前納しなけ

ればならない。ただし、別に委員会が定

める基準に従い、指定管理者が特別の理

由があると認めたときは、使用後に納付

することができる。 

２ 前項に定める利用料金の額は、別表

に定める額の範囲内において指定管理

者があらかじめ市長の承認を得て定め

２ 前項に定める利用料金の額は、別表

に定める額の範囲内において指定管理

者があらかじめ委員会の承認を得て定



る額とする。ただし、市内の小学校、中

学校、幼稚園、保育所、認定こども園及

び心身障害者団体が使用する場合は、当

該額に１００分の５０を乗じて得た額

を利用料金の額とする。 

める額とする。ただし、市内の小学校、

中学校、幼稚園、保育所、認定こども園

及び心身障害者団体が使用する場合は、

当該額に１００分の５０を乗じて得た

額を利用料金の額とする。 

３ （略） ３ （略） 

  

（利用料金の減免） （利用料金の減免） 

第９条 指定管理者は、別に市長が定め

る基準に従い、利用料金を減免すること

ができる。 

第９条 指定管理者は、別に委員会が定

める基準に従い、利用料金を減免するこ

とができる。 

  

（使用許可の取消し等） （使用許可の取消し等） 

第１２条 指定管理者は、次の各号のい

ずれかに該当するときは、使用の条件を

変更し、若しくは使用を停止し、又は使

用の許可を取り消すことができる。 

第１２条 指定管理者は、次の各号のい

ずれかに該当するときは、使用の条件を

変更し、若しくは使用を停止し、又は使

用の許可を取り消すことができる。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

(3) その他市長において特に必要があ

ると認めたとき。 

(3) その他委員会において特に必要が

あると認めたとき。 

  

（損害賠償の義務） （損害賠償の義務） 

第１５条 使用者は、桜運動施設の建物、

設備器具又は備付物品（以下「施設等」

という。）を損傷し、又は滅失したとき

は、市長の定めるところに従い、速やか

に施設等を原状に回復し、又はその損害

を賠償しなければならない。 

第１５条 使用者は、桜運動施設の建物、

設備器具又は備付物品（以下「施設等」

という。）を損傷し、又は滅失したとき

は、委員会の定めるところに従い、速や

かに施設等を原状に回復し、又はその損

害を賠償しなければならない。 

  

（委任） （委任） 

第１７条 この条例に定めるもののほ

か、この条例の施行に関し必要な事項

第１７条 この条例に定めるもののほ

か、この条例の施行に関し必要な事項



は、市長が別に定める。 は、委員会が別に定める。 

 

（総務部総務課）  


